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国内では銅排泄能の低い羊 [1]及び黒毛和種子 

牛 [2]での銅中毒の発生事例は散見されるが、成牛

での発生報告はない。今回、乳用種成牛において銅

中毒と診断した事例について、報告する。 

１ 発生概要 

2024年 6月、乳用牛約 80頭を飼養する酪農場で 

搾乳牛 6頭が起立不能となり、うち 4頭が死亡した

ため、病性鑑定を実施した。一旦収束したと思われ

たが、同年 7～8月にも搾乳牛 5頭が同様の症状を

呈した。 

当該農場では、蹄病予防のため硫酸銅水溶液を蹄

浴液として使用していたが、一部の牛が薬液を舐食

していたことが判明し、追加検査を実施した。 

 

２ 材料及び方法 

（１）2024 年 6 月に起立不能を呈した牛 1 頭につ

いて鑑定殺後、剖検を行った。主要臓器について、

細菌学的検査、病理組織学的検査（ロダニン染色、

シュモール反応、マッソントリクローム染色）、血液

生化学的検査、血清および肝臓中の銅濃度測定を実

施した。 

（２）2024年 6～8月に起立不能を呈した牛および

同居牛の計 11 頭に対し、血液生化学的検査および

血清中銅濃度を測定した。 

（３）2025年 3月、起立不能回復牛 2頭および同居

牛 5頭の計 7頭に対し、血清中銅濃度の推移を把握

するため、血清中銅濃度を再測定した。 

 

３ 検査結果 

（１）剖検牛：剖検所見では著変を認めなかった。

細菌学的検査では有意菌分離陰性、飼料、第一、四

胃および小腸内容物からはボツリヌス毒素遺伝子

不検出であった。病理組織学的検査では、肝臓のロ

ダニン染色で陽性となり、中程度に銅の蓄積を確認

し、腎臓については、陰性であった。シュモール反

応にて、中心静脈周囲肝細胞で青緑色の顆粒が認め

られ、リポフスチンの沈着が確認された。マッソン

トリクローム染色では、グリソン鞘周囲に軽度な線

維の増生を確認した。生化学的検査では、GOT、GGT、

CPK の上昇および肝臓中銅濃度 337µg/dl と高値が

確認された（表 1、2）。 

（２）起立不能牛および同居牛の発生時検査：11頭

中数頭で GOT、GGT、CPKおよび血清中銅濃度の上昇

がみられた（表 1、2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 血液学的検査および生化学検査結果 

表 2 血清中および臓器中銅濃度測定結果 
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（３）起立不能回復牛および同居牛の追跡調査：7頭

中 5頭で、血清中銅濃度の低下が認められた。（表

3）。 

（１）（２）の結果から、剖検牛は銅中毒の典型的症

状を認めなかったが、肝臓中銅濃度は高値を示し、

病理組織学的検査で肝臓への銅蓄積と傷害が確

認されたため、銅中毒と診断した。 

 

４ 考察およびまとめ 

 蹄浴は 2018年に開始され、当初は濃度 5%、その 

後は 2〜3%に下げて継続していた。しかし 2024年 5 

月に再び 5%に戻した後、6月以降に起立不能が続発 

したため、7月 20日頃に蹄浴は中止した。なお、蹄 

浴開始当初から薬液の舐食行動は散見されていた 

が、個体や摂取量の特定はできなかった（図 1）。 

 

 

給水状況については、搾乳通路の途中に水槽を設置

しており、牛が自由に飲水できる状態だった（図 2）。 

飼料については、この 6年間で変更はなかった。 

また、飼料添加物内にペプチド銅や硫酸銅を含有し

ていたが、規定量内で給与されていた。したがって、

本事例は蹄浴液の舐食が銅の過剰摂取につながっ

た可能性が高いと考えられた（図 3）。 

さらに、検査個体の導入年を確認すると、起立不能

となった7頭のうち6頭が導入歴の古い個体であっ

た以上のことから、蹄浴の長期継続に加え、濃度を

上げたことが引き金となり、銅中毒が発生した可能

性があると推察された（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 追跡調査：血清中銅濃度測定結果 

図 3 給餌内容 

図 2 蹄浴槽の配置図 

図 1 銅の過剰摂取の原因：蹄浴の経時的状況 
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今回の事例から 乳用種成牛においても銅中毒が

起こり得ることが確認された。 

また、2024年 9月以降、発生はみられておらず、

追跡調査において、血清中銅濃度の低下が確認され、

蹄浴中止の効果が示唆された。 

硫酸銅を用いた蹄浴では、牛が摂取する可能性を

考慮し、その実施に際しては十分に注意する必要が

あると考える。 
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 図 4 導入歴との関係 
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